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平
成
二
十
八
年
四
月
五
日

第
三
千
七
百
八
十
二
号

増

刊

①

規

則

○
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
医
療
保
険
課
）
…
…
…
…
…
一

再

掲

○
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
審
理
関
係
書
類
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
程

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
一

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日

福
岡
県
知
事

小

川

洋

福
岡
県
規
則
第
四
十
九
号

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
処
分
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
処
分
」
と
い
う
。
）
」
を
加

え
、
「
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
」
を
「
基
金
の
設
置
の
日
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
（
出
納
整
理

期
間
を
含
む
。
）
ま
で
の
間
の
特
定
処
分
の
総
額
が
、
同
一
期
間
に
お
け
る
」
に
、
「
生
じ
た
」
を
「

生
ず
る
」
に
、
「
額
の
」
を
「
総
額
を
超
え
な
い
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲

示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
審
理
関
係
書
類
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

藤

井

克

已

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
審
理
関
係
書
類
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
公
職
選
挙
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
規
定
（
他
の
法
律
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
よ
る
異
議
の
申
出
及
び
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
八
条
第
一

項
及
び
公
職
選
挙
法
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律

第
六
十
八
号
）
及
び
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
審
理
関
係
書
類
複
写
等
手
数
料
条
例
（
平
成
二
十
八

年
福
岡
県
条
例
第
十
号
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
閲
覧
等
の
求
め
）

第
二
条

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
八
条
第
一
項
及
び
公
職
選
挙
法
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
書
類
等
（
以
下
「
審
理
関
係
書
類
等

」
と
い
う
。
）
の
閲
覧
又
は
交
付
（
以
下
「
閲
覧
等
」
と
い
う
。
）
を
求
め
る
者
（
以
下
「
閲
覧
等

請
求
人
」
と
い
う
。
）
は
、
審
理
関
係
書
類
閲
覧
等
請
求
書
（
様
式
第
一
号
）
を
福
岡
県
選
挙
管
理

委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
閲
覧
等
の
求
め
に
対
す
る
決
定
及
び
通
知
）

第
三
条

委
員
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
等
の
請
求
に
係
る
審
理
関
係
書
類
等
の
全
部
又
は
一

部
の
閲
覧
等
を
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の
決
定
を
し
、
閲
覧
等
請
求
人
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に

閲
覧
等
を
実
施
す
る
日
時
及
び
場
所
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

委
員
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
等
の
請
求
に
係
る
審
理
関
係
書
類
等
の
全
部
の
閲
覧
等
を

認
め
な
い
と
き
は
、
閲
覧
等
を
認
め
な
い
旨
の
決
定
を
し
、
閲
覧
等
請
求
人
に
対
し
、
そ
の
旨
を
書

目

次

規

則

再

掲
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面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
手
数
料
の
減
免
）

第
四
条　

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
八
条
第
一
項
及
び
公
職
選
挙
法
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
求
め
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
交

付
請
求
人
」
と
い
う
。
）
は
、
手
数
料
の
減
額
又
は
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
交
付

を
求
め
る
際
に
、
併
せ
て
審
理
関
係
書
類
複
写
等
手
数
料
減
免
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
を
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
申
請
書
に
は
、
交
付
請
求
人
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第

十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
助
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
扶

助
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
を
、
そ
の
他
の
事
実
を
理
由
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当

該
事
実
を
証
明
す
る
書
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

附
　
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様式第１号（第２条関係） 
 

審理関係書類閲覧等請求書 
 

年  月  日 
福岡県選挙管理委員会  殿 

 
                住   所                    
                氏   名                 印  
                電 話 番 号                    
 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５８条第１項又は公職選挙法（昭和２５年

法律第１００号）第２１６条において準用する行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）

第３８条第１項の規定により、下記の書類の閲覧等を求めます。 
 

閲覧等の対象である異

議の申出又は審査の申

立て 

 
を不服として  

    年   月   日付けで行った 
 
  □ 異議の申出 

□ 審査の申立て 

 
閲覧等を求める審理関

係書類等の名称等 
 

 

求める閲覧等の方法 
（該当する□にレ印を

記入すること） 

 
□ 閲覧  □ 写し又は書面の交付 
（写し又は書面の交付を求める場合、以下も記入すること。） 
 １．□ 片面複写（出力）  □ 両面複写（出力） 
 ２．□ 全て単色刷りでの交付（１枚１０円）  

□ 原本どおりの交付（多色刷りは１枚３０円）  
３．□ 郵送希望 

 注１ 写し又は書面の交付を求める場合であって、経済的困難により手数料を納付する

資力がないために手数料の減免を求める者は、審理関係書類複写等手数料減免申請

書（様式第２号）を併せて提出すること。 
  ２ 閲覧等を請求できる期間は、審理手続が終結するまでの間に限る。 

左のいずれかの□にレ印を記

入すること 
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様式第２号（第４条関係） 

 

審理関係書類複写等手数料減免申請書 

 
年  月  日 

 

福岡県選挙管理委員会  殿 

 

 

           異議申出人・審査申立人（参加人）             印  

 

 

 下記のとおり審理関係書類の写し等の交付に係る手数料の減免を受けたいので、福岡県

選挙管理委員会審理関係書類の閲覧等に関する規程第４条第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

減免を申請する理由（次のいずれかの□にレ印を記入すること） 

 

 □ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１１条第１項各号に掲げる扶助を受けて

いるため 

   ※当該扶助を受けていることを証明する書面を添付すること。 

 

 □ その他減免を申請する理由があるため 

    具体的に理由を記入すること。 

     

 

 

 

   ※市町村民税非課税世帯であることを証明する書面その他の減免を受けるべき当 

該事実を証する書面を添付すること。 

 


